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Ⅰ 事業者の理念・⽅針、期待する職員像

1 理念・⽅針  （関連 カテゴリー１ リーダーシップと意思決定）

 

事業者が⼤切にしている考え（事業者の理念・ビジョン・使命など）
１)障害のある⼈の⼈権、労働、⽣活を守り発展させ、要求に応えること ２)障害のある⼈とその家族の安⼼、安定、安全

を作り出していくこと ３)地域での暮らしを豊かなものにするため、障害のある⼈に関わる総合的な保障を追求し、地域を耕
すこと ４)障害のある⼈の⼈権と福祉事業に関する理解を図りながら進めていくこと ５)職員が個々の⼒量及び、集団の⼒量
を⾼めるため、たゆまざる学習と研究を進めること

 
2 期待する職員像  （関連 カテゴリー５ 職員と組織の能⼒向上）

 

（１）職員に求めている⼈材像や役割
障害のある利⽤者の状況を正確に把握し、適切な⽀援を⾏えることのできる職員。そのためには、障害について、発達に

ついて、⽀援⽅法について学び続けることのできる⼒が必要である。また障害のある⼈々にかかわり、信頼関係を築くことの
できる資質を持った⼈である必要がある。

 
（２）職員に期待すること（職員に持って欲しい使命感）

障害のある⼈が地域であたりまえに働き、暮らし続けることができるようにという法⼈理念を遂⾏できるよう、障害のあ
る当事者、家族の⽴場になって考えて⾏動し、実現できるようにすることを使命感として持っていてほしい。

 



Ⅱ 全体の評価講評
全体の評価講評

特に良いと思う点

1

45年以上の実績を積み上げ、地域の障害者福祉を先導している

当事業所を運営する法⼈の歴史は昭和51（1976）年に⼩規模作業所の開設から始まっている。以来45年以上に亘り障害のあ
る⼈の労働の場の発展と地域⽣活の基盤づくりのための努⼒を積み重ねてきた。昭和62（1987）年には当事業所を開所、平
成15（2003）年には社会福祉法⼈の認可を受けた。市内に複数の拠点を有し、常に地域を意識した事業運営を⾏っている。
地域の⾃⽴⽀援協議会、市の障害者⽀援ネットワーク会議などに出席するほか、市の福祉保健計画障害者計画部会に出席し
て、地域の障害者福祉のリーダーとして先導している。

2

働く機会を通して利⽤者の持っている⼒を引き出し、地域での⾃⽴⽣活を⽀援している

障害のある⼈が地域であたりまえに働き、暮らすことが継続できるように、法⼈として取り組んでいる。当事業所では働く機
会を通して、社会⼈としての態度や姿勢を⾝につけることを重視し⽀援を⾏っている。⽇頃から就業時間等、⼀般企業とほぼ
同じスタイルで作業に取り組み、就職に向けた体⼒・忍耐⼒の向上に繋げている。また、ミーティング等で挨拶や⾔葉づかい
等も含めたマナー・ルールの習得を図っている。利⽤者にわかりやすい作業環境の整備や能⼒に応じた作業提供により働く⼒
を育て、都内トップクラスの⾼い⼯賃⽀給を維持している。

3

個々の職員が主体的に業務に関わりながら利⽤者⽀援を進めることのできる法⼈全体の組織を作っている

常任理事会を中⼼に就労⽀援部、⽣活⽀援部というわかりやすい組織を作り、研修や利⽤者⽀援、防災、通信の発⾏等にかか
わる委員会を組織し、トップマネジメントの意向や法⼈の⽅向性について多くの職員が関わることができるようになってい
る。そのため事業所運営に関する変更事項などに関しては、各種会議や委員会で現場の意⾒を反映して決定することができ、
透明性の確保と職員のモチベーションの向上に繋がりやすい。職員は⽣産活動における⽀援と社会⼈として育てる利⽤者⽀援
を実践しながら、主体的に業務に関わることができる。

さらなる改善が望まれる点

1

時代の変化に合わせた新たな作業種の開拓に取り組み、⾼⼯賃の維持に繋げたい

当事業所ではダイレクトメール等の封⼊封緘作業を中⼼に⽣産活動を⾏っている。毎年⾼い売り上げ⽬標を設定して職員が営
業活動に努め、⾼い⼯賃⽀給を維持している。しかし、近年は新型コロナウイルス感染症の影響や社会的にペーパーレス化が
進んでいることもあり、売上額が減少傾向にある。⽬標売上額の達成ならびに⾼⼯賃の維持に向けては、これまで培ってきた
取引先との関係性やノウハウを活かしながら、時代の変化に合わせた新たな作業種の開拓に取り組んでいくことが必要と認識
している。今後の展開が注⽬される。

2

法⼈の⻑い歴史の先にあるこれから必要とされる事業を担うことのできる職員を育成していきたい

当事業所は法⼈の開設以来の45年以上の地域福祉を先導してきた変遷の中で、働くことに特化した事業所になった。現状の利
⽤者構成としては、法⼈内からのステップアップ異動が中⼼となっていることも特徴と⾔える。⼀⽅で法⼈全体ではこれまで
に法⼈内にはなかったタイプの新規事業所の開設も求められている。職員採⽤に関しては積極的な活動の結果、現在9名の内
定が決定されている。今後は法⼈に期待されていることに応えていく取り組みを⽀え、中⼼になって担っていく職員を育成し
ていく必要がある。

3

来年度に予定している新たな給与制度を軌道に乗せることができるよう準備を確実に進めていく

⼈事考課制度を導⼊して、⼈事制度運⽤ルールに基づき育成・評価と処遇を連動させて職員のモチベーションと技術の向上を
図っている。さらに来年度より⽬標の達成の結果を給与に反映させる予定で取り組みを進めている。⼈事考課制度に関する新
たな規程は整えられており、現在は制度を着実に進めることができるよう考課者の研修を実施している。給与制度の変更を軌
道に乗せることができるよう、この研修を確実に進めていきたい。



Ⅲ 事業者が特に⼒を⼊れている取り組み

1

★ 記録システムの導⼊、活⽤により、法⼈全体で利⽤者の情報を共有している

平成30（2018）年度からパソコンを使った記録システムを導⼊し、活⽤している。これにより毎⽇利⽤者の状況を記録に残
し、法⼈内各事業所で共有することができるようになった。過去の様⼦も検索して参照できるようになっており、職員の異動
等があっても適切な対応ができるような仕組みとなっている。法⼈内で横断的に事業所間での情報共有ができることが、全体
での⽀援の質の向上に繋がっている。
関連評価項⽬(利⽤者の状況等に関する情報を職員間で共有化している)

2

★ 利⽤者⼀⼈ひとりの状況や⽬標を全職員が理解し、個々に応じた⽀援に取り組んでいる

利⽤者が⾃⽴した⽣活を送れるよう、⼀⼈ひとりの状況や意向に合わせて個別⽀援計画を作成し、必要な⽀援を提供してい
る。計画では作業に関する⽬標だけでなく、⾝だしなみや⾔葉使い、⼈との関わり⽅、健康管理、お⾦の使い⽅など、社会⼈
としてのスキルが⾝につくようにそれぞれの⽬標を設定している。計画の作成および⾒直しは常勤職員全員で⾏っており、
個々の利⽤者の状況や⽀援内容を全職員が理解してその実践に取り組んでいる。個別に助⾔や指導を⾏うだけでなく、仲間と
ともに働く中で責任感や協⼒する⼒が育つよう環境作りにも配慮している。
関連評価項⽬(個別の⽀援計画等に基づいて、利⽤者の望む⾃⽴した⽣活を送れるよう⽀援を⾏っている)

3

★ 利⽤者が知識・技能・ルール等を習得し、⼯賃昇給や就職に繋がるよう⽀援している

当事業所は就労移⾏⽀援と就労継続⽀援B型の多機能型事業所であるが、利⽤形態に関わらず基本的に⼀緒に作業活動に取り
組んでいる。⽇頃から始業・終業時間等、勤務体制は⼀般企業とほぼ同じスタイルで⾏っている。利⽤者にわかりやすく作業
⼯程を分解して、能⼒に応じた作業を⽤意している。ミーティングでは挨拶や⾔葉づかい等も含めたマナー・ルールを学ぶ機
会がある。知識・技能・作業ルール等を1つずつ習得することで、仕事内容・⼯賃を段階的に⾼めている。就労⽀援センター
の求⼈情報を得て、適する利⽤者を推薦して就職に繋げている。
関連評価項⽬(【就労継続⽀援Ｂ型】就労の機会の提供や、知識の習得及び能⼒向上のための⽀援を⾏っている)



Ⅳ 利⽤者調査結果
調査概要
調査対象︓利⽤者聞き取り調査当⽇に在籍していた28名の利⽤者が調査対象となる。28名の内訳は就労移⾏⽀援の利⽤者がゼロ、
就労継続⽀援（B型）の利⽤者が28名であった。

調査⽅法︓聞き取り⽅式  
調査は全ての利⽤者に対して聞き取り⽅式で実施した。調査員を3名配置し、対⾯して話を聞いた。順次、利⽤者に調査の趣旨を
説明し、協⼒が得られた利⽤者27名から話を聞くことができた。

利⽤者総数 28⼈
アンケートや聞き取りを⾏った⼈数 28⼈
有効回答者数 27⼈
回答者割合（％） 96.4％

就労移⾏⽀援
利⽤者総数︓ 0⼈
共通評価項⽬による調査対象者数︓ 0⼈
共通評価項⽬による調査の有効回答者数︓ 0⼈
利⽤者総数に対する回答者割合（％）︓ 0.0％

就労継続⽀援Ｂ
型

利⽤者総数︓ 28⼈
共通評価項⽬による調査対象者数︓ 28⼈
共通評価項⽬による調査の有効回答者数︓ 27⼈
利⽤者総数に対する回答者割合（％）︓ 96.4％

総括
ほぼ全員の利⽤者から有効回答を得ることができた。 事業所全体の満⾜度に関しては、「⼤変満⾜」が14名、「満⾜」が11名と
満⾜以上の回答が9割以上になっており、利⽤者の⾼い満⾜度を⽰している。以下、「どちらともいえない」が1名、「不満」が1
名、「⼤変不満」はゼロであった。 問１「困ったときに⽀援を受けているか」、【就労継続⽀援（B型）】問7「事業所での活動
が働くうえでの知識の習得や能⼒の向上に役⽴っているか」、の設問では利⽤者全員が「はい」と回答しており、職員の⽀援や活
動内容が充実している様⼦がうかがえた。その他の設問でも9割以上の利⽤者が「はい」としている項⽬が多くあった。 調査の前
後にはしっかりとあいさつをする利⽤者も数多く⾒られ、普段から利⽤者の就労⽀援に⼒を⼊れて取り組んでいる事業所の努⼒を
垣間⾒ることができた。

利⽤者調査結果
    4〜17は選択式の質問のため、該当項⽬のみ掲載しています。
1．利⽤者は困ったときに⽀援を受けているか
はい 27⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 0⼈ 
回答者の全員が「はいとしている。「わからないことは職員に聞いて教えてもらう」といったコメントがあった。
2．事業所の設備は安⼼して使えるか
はい 25⼈ どちらともいえない 1⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 1⼈ 
9割以上の回答者が「はい」としている。「狭いところは利⽤者同⼠お互いに声をかけあっている」といったコメントがあった。
3．利⽤者同⼠の交流など、仲間との関わりは楽しいか
はい 26⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 1⼈ 
ほとんどの回答者が「はい」としている。「旅⾏がある」、「実習⽣が来てみんなで話している」といったコメントがあった。
11．【就労移⾏⽀援】
事業所での活動が就労に向けた知識の習得や能⼒の向上に役⽴っているか
利⽤者調査の有効回答者数が３未満でしたので、プライバシーの保護により、回答内訳は表⽰されません。
12．【就労移⾏⽀援】
職場⾒学・職場実習等の、事業所外での体験は充実しているか
利⽤者調査の有効回答者数が３未満でしたので、プライバシーの保護により、回答内訳は表⽰されません。
13．【就労移⾏⽀援】
⼯賃等の⽀払いのしくみは、わかりやすく説明されているか
利⽤者調査の有効回答者数が３未満でしたので、プライバシーの保護により、回答内訳は表⽰されません。
16．【就労継続⽀援Ｂ型】
事業所での活動が働くうえでの知識の習得や能⼒の向上に役⽴っているか
はい 27⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 0⼈ 
回答者全員が「はい」としている。封⼊、封緘、帳合、ラベル貼り、検査など、具体的な作業内容を挙げたうえで「仕事は楽し
い」とするコメントが多くあった。
17．【就労継続⽀援Ｂ型】
⼯賃等の⽀払いのしくみは、わかりやすく説明されているか



はい 25⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 2⼈ 
9割を超える回答者が「はい」としている。⽀払⽇や時給などを具体的に教えてくれるコメントが多くあった。
18．事業所内の清掃、整理整頓は⾏き届いているか
はい 26⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 1⼈ 
ほとんどの回答者者が「はい」としている。「掃除は分担してやっている」、「きれい」といったコメントがあった。
19．職員の接遇・態度は適切か
はい 26⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 1⼈ 
ほとんどの回答者が「はい」としている。「優しい」とのコメントが多くあった。
20．病気やけがをした際の職員の対応は信頼できるか
はい 22⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 5⼈ 
8割以上の回答者が「はい」としている。「具合が悪くなった時は途中で帰らせてもらったりする」といったコメントがあった。
21．利⽤者同⼠のトラブルに関する対応は信頼できるか
はい 14⼈ どちらともいえない 1⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 12⼈ 
「トラブル等がない」ということで「無回答」とした利⽤者が多い。それを除くと⼤半の回答者が「はい」としている。「何かあ
れば相談できる」といったコメントがあった。
22．利⽤者の気持ちを尊重した対応がされているか
はい 26⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 1⼈ 
ほとんどの回答者が「はい」としている。特にコメントは挙げられていなかった。
23．利⽤者のプライバシーは守られているか
はい 23⼈ どちらともいえない 1⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 3⼈ 
8割以上の回答者が「はい」としている。「着替えは扉が閉まるところでする」、「荷物はロッカーにしまう」といったコメント
があった。
24．個別の計画作成時に、利⽤者の状況や要望を聞かれているか
はい 17⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 10⼈ 
6割以上の回答者が「はい」としている。「⽬標は決めている」とのコメントがあった。
25．サービス内容や計画に関する職員の説明はわかりやすいか
はい 9⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 18⼈ 
計画については「わからない」ということで「無回答」とした利⽤者が多い。特にコメントは挙げられていなかった。
26．利⽤者の不満や要望は対応されているか
はい 25⼈ どちらともいえない 0⼈ いいえ 0⼈ 無回答・⾮該当 2⼈ 
9割以上の回答者が「はい」としている。特にコメントは挙げられていなかった
27．外部の苦情窓⼝（⾏政や第三者委員等）にも相談できることを伝えられているか
はい 7⼈ どちらともいえない 1⼈ いいえ 4⼈ 無回答・⾮該当 15⼈ 
「無回答」を除くと6割近くの回答者が「はい」としている。「市役所や病院の⼈とも話ができる」といったコメントがあった。



※実施あり︓○、実施なし︓×、⾮該当︓-  

○ ×

Ⅴ 組織マネジメント項⽬（カテゴリー１〜５、７、８）

カテゴリー1  リーダーシップと意思決定
 サブカテゴリー1  事業所が⽬指していることの実現に向けて⼀丸となっている
 評価項⽬1 事業所が⽬指していること（理念・ビジョン、基本⽅針など）を周知している 実施状況

 標準項⽬1 事業所が⽬指していること（理念・ビジョン、基本⽅針など）について、職員の理解が深まる
ような取り組みを⾏っている ○

 標準項⽬2 事業所が⽬指していること（理念・ビジョン、基本⽅針など）について、利⽤者本⼈や家族等
の理解が深まるような取り組みを⾏っている ○

 評価項⽬2 経営層（運営管理者含む）は⾃らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしてい
る 実施状況

 標準項⽬1 経営層は、事業所が⽬指していること（理念・ビジョン、基本⽅針など）の実現に向けて、⾃
らの役割と責任を職員に伝えている ○

 標準項⽬2
経営層は、事業所が⽬指していること（理念・ビジョン、基本⽅針など）の実現に向けて、⾃
らの役割と責任に基づいて職員が取り組むべき⽅向性を提⽰し、リーダーシップを発揮してい
る

○
 評価項⽬3 重要な案件について、経営層（運営管理者含む）は実情を踏まえて意思決定し、その内容を関

係者に周知している 実施状況

 標準項⽬1 重要な案件の検討や決定の⼿順があらかじめ決まっている ○
 標準項⽬2 重要な意思決定に関し、その内容と決定経緯について職員に周知している ○
 標準項⽬3 利⽤者等に対し、重要な案件に関する決定事項について、必要に応じてその内容と決定経緯を

伝えている ○
講評
理念を職員が常に確認できる環境を整え、その周知と理解に取り組んでいる

利⽤者や職員、来往者などの⽬に留まるように基本理念プレートを事業所内に掲⽰している。法⼈理念は法⼈パンフレットやホー
ムページにも掲載して、広く伝えるよう努めている。家族との懇談会を実施し、基本⽅針・事業計画を説明している。基本理念に
関しては毎⽇唱和することで職員への意識付けを図るとともに、各職員の⾝に付けるネームプレートの裏⾯にも記載している。ま
た、階層別研修においても理念について学ぶ機会を設けるなど職員が常に確認できる環境を整え、理念の周知と理解に取り組んで
いる。
事業⽅針計画ファイルを備え置き、規程やマニュアル、組織図、職務分掌を綴っている

⼈事制度運⽤ルールにおいて期待している職員の役割と⾏動を⽰し、経営層は毎年職員と⾯談し個々の⽬標を明確にしている。施
設⻑は職員の統括者として働きやすい⾵通しのよい職場であるよう気を配っている。施設⻑をはじめ各職域のリーダーが率先垂範
して責務を果たすよう努めている。事業⽅針計画ファイルに組織図を明⽰している。事業所には事業⽅針計画ファイルを備え置
き、各種規程やマニュアル、組織図並びに職務分掌などを綴っている。また、事業所の連絡会議を開催している。
各種会議や委員会で現場の意⾒を反映して決定する仕組みとなっている

⽉に2回開催する常任理事会を中⼼に就労⽀援部、⽣活⽀援部というわかりやすい組織を作り、研修や利⽤者⽀援、防災、通信の
発⾏等にかかわる委員会を組織し、トップマネジメントの意向や法⼈の⽅向性について多くの職員が関わることができるようにな
っている。そのため事業所運営に関する変更事項などに関しては、各種会議や委員会で現場の意⾒を反映して決定することができ
るようになっており、透明性の確保と職員のモチベーションの向上に繋がりやすい。家族等には、必要に応じてお知らせや広報紙
などを配布している。



※実施あり︓○、実施なし︓×、⾮該当︓-  

○ ×

カテゴリー2  事業所を取り巻く環境の把握・活⽤及び計画の策定と実⾏
 サブカテゴリー1  事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している
 評価項⽬1 事業所を取り巻く環境について情報を把握・検討し、課題を抽出している 実施状況

 標準項⽬1 利⽤者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利⽤者の意向について情報を収集し、
ニーズを把握している ○

 標準項⽬2 事業所運営に対する職員の意向を把握・検討している ○
 標準項⽬3 地域の福祉の現状について情報を収集し、ニーズを把握している ○
 標準項⽬4 福祉事業全体の動向（⾏政や業界などの動き）について情報を収集し、課題やニーズを把握し

ている ○
 標準項⽬5 事業所の経営状況を把握・検討している ○
 標準項⽬6 把握したニーズ等や検討内容を踏まえ、事業所として対応すべき課題を抽出している ○
 サブカテゴリー2  実践的な計画策定に取り組んでいる

 評価項⽬1 事業所が⽬指していること（理念・ビジョン、基本⽅針など）の実現に向けた中・⻑期計画及
び単年度計画を策定している 実施状況

 標準項⽬1 課題をふまえ、事業所が⽬指していること（理念・ビジョン、基本⽅針など）の実現に向けた
中・⻑期計画を策定している ○

 標準項⽬2 中・⻑期計画をふまえた単年度計画を策定している ○
 標準項⽬3 策定している計画に合わせた予算編成を⾏っている ○
 評価項⽬2 着実な計画の実⾏に取り組んでいる 実施状況

 標準項⽬1 事業所が⽬指していること（理念・ビジョン、基本⽅針など）の実現に向けた、計画の推進⽅
法（体制、職員の役割や活動内容など）、⽬指す⽬標、達成度合いを測る指標を明⽰している ○

 標準項⽬2 計画推進にあたり、進捗状況を確認し（半期・⽉単位など）、必要に応じて⾒直しをしながら
取り組んでいる ○

講評
家族向け法⼈事業説明会を開催して利⽤者および家族からの要望を聞いている

事業所側からの働きかけにより利⽤者の意向については、家族向け法⼈事業説明会を開催して利⽤者および家族からの要望を聞く
機会を設けている。利⽤者からは将来の地域での⾃⽴に向けてグループホームの⼊居希望者に対して⾃⽴⽣活体験についての意向
調査を実施している。また、利⽤者に対し第三者評価の聞き取り調査等を⾏い、集計・分析してサービス向上に繋げている。個別
⽀援計画やサービス等利⽤計画を作成する際には⾯談を実施して直接意向を確認するようにしている。
売上⾼、利⽤者の通所率などが詳細に記録され報告されている

業務内容等を⽉次報告書にまとめ、売上⾼、利⽤者の通所率等が詳細に記録され報告されている。これにより計画に対する達成度
を⾒ることが可能で翌⽉以降の事業実施の⽬標を定めることができる。より⾼い成果が得られるよう⽉次報告書には⽀援内容や⾏
事の実施報告なども記載している。把握したニーズ等に対しては少⼈数の事業所だけでは対応しきれない部分もあるため、常任理
事会並びに所⻑会議等で課題を抽出し、対応している。
委員会形式で職員が横断的に取り組むことで事業の進捗を全体で共有している

法⼈運営の⽅向性をしっかりと定めるために令和6（2024）年度を起点とする5ヶ年の中・⻑期計画を策定した。これを踏まえて
各事業所の単年度の事業計画を策定している。また、委員会を設置して計画を達成できるよう取り組んでいる。各委員会を年４〜
６回開催し、達成の進捗をその都度確認している。各事業所が少⼈数の事業所であるため、事業所単位での取り組みが難しいた
め、委員会形式で職員が法⼈の中で横断的に取り組むことにより、事業の進捗を全体で共有しながら⽬標を達成するよう取り組ん
でいる。



※実施あり︓○、実施なし︓×、⾮該当︓-  

○ ×

カテゴリー3  経営における社会的責任
 サブカテゴリー1  社会⼈・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達成に取り組んでいる

 評価項⽬1 社会⼈・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知し、遵守される
よう取り組んでいる 実施状況

 標準項⽬1 全職員に対して、社会⼈・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理（個⼈の
尊厳を含む）などを周知し、理解が深まるように取り組んでいる ○

 標準項⽬2 全職員に対して、守るべき法・規範・倫理（個⼈の尊厳を含む）などが遵守されるように取り
組み、定期的に確認している。 ○

 サブカテゴリー2  利⽤者の権利擁護のために、組織的な取り組みを⾏っている
 評価項⽬1 利⽤者の意向（意⾒・要望・苦情）を多様な⽅法で把握し、迅速に対応する体制を整えている 実施状況

 標準項⽬1 苦情解決制度を利⽤できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利⽤できることを、利⽤者に
伝えている ○

 標準項⽬2 利⽤者の意向（意⾒・要望・苦情）に対し、組織的に速やかに対応する仕組みがある ○
 評価項⽬2 虐待に対し組織的な防⽌対策と対応をしている 実施状況

 標準項⽬1 利⽤者の気持ちを傷つけるような職員の⾔動、虐待が⾏われることのないよう、職員が相互に
⽇常の⾔動を振り返り、組織的に防⽌対策を徹底している ○

 標準項⽬2 虐待を受けている疑いのある利⽤者の情報を得たときや、虐待の事実を把握した際には、組織
として関係機関と連携しながら対応する体制を整えている ○

 サブカテゴリー3  地域の福祉に役⽴つ取り組みを⾏っている
 評価項⽬1 透明性を⾼め、地域との関係づくりに向けて取り組んでいる 実施状況

 標準項⽬1 透明性を⾼めるために、事業所の活動内容を開⽰するなど開かれた組織となるよう取り組んで
いる ○

 標準項⽬2 ボランティア、実習⽣及び⾒学・体験する⼩・中学⽣などの受け⼊れ体制を整備している ○
 評価項⽬2 地域の福祉ニーズにもとづき、地域貢献の取り組みをしている 実施状況

 標準項⽬1 地域の福祉ニーズにもとづき、事業所の機能や専⾨性をいかした地域貢献の取り組みをしてい
る ○

 標準項⽬2 事業所が地域の⼀員としての役割を果たすため、地域関係機関のネットワーク（事業者連絡
会、施設⻑会など）に参画している ○

 標準項⽬3 地域ネットワーク内での共通課題について、協働できる体制を整えて、取り組んでいる ○
講評
⽀援員は苦情となる前に積極的にコミュニケーションを図り、対応するよう努めている

苦情対応については受付担当者と解決責任者を定め、利⽤契約書や重要事項説明書に記載するとともに事業所内に掲⽰している。
この他に第三者委員を利⽤者および家族に対して周知する機会を設けている。また、利⽤者や家族の要望や意向などは、施設⻑や
⽀援員に直接伝えられるケースが⼤半となっている。そのため苦情となる前に⽀援員が積極的にコミュニケーションを図って対応
し、事業所内での話し合いにおいて解決するよう努めている。また、必要に応じて毎⽉の常任理事会でも検討し、利⽤者の意向等
が速やかに反映されるようにしている。
⽀援に際しては虐待や不適切な対応がないか研修等で常に振り返る機会を設けている

⽀援に際しては職員による虐待や不適切な対応がないか等を研修等で常に振り返るなど、虐待防⽌委員会を中⼼に虐待防⽌の徹底
に取り組んでいる。全員が虐待防⽌チェックシートの記⼊をしている。虐待が疑われる事例に気付いた時やそれが発⽣した時には
虐待防⽌委員会、所⻑会議、常任理事会において対応する仕組みをとっている。また、個⼈情報の保護については法⼈全体でプラ
イバシーマークを取得し、その取り扱いについて運⽤⽅法を徹底している。
事業所の透明性を⾼め、地域福祉の中核となるよう努めている

ボランティアセンターと連携してのボランティア受け⼊れや実習・進路説明会委員会を中⼼に、実習⽣および⾒学等の受け⼊れを
積極的に⾏っている。地域への社会貢献と障害理解の促進という観点から、事業所を⼤学⽣の職場実習の場として提供している。
事業所の透明性の確保として広報紙を毎⽉発⾏し、配布している。SNS（ソーシャルネットワークサービス）を利⽤し法⼈の取り
組みや福祉の動向に関する情報を広く伝えている。また、市障害者福祉課職員と合同で、定期的に研修の実施や市福祉保健計画障
害者計画部会に出席している。



※実施あり︓○、実施なし︓×、⾮該当︓-  

○ ×

カテゴリー4  リスクマネジメント
 サブカテゴリー1  リスクマネジメントに計画的に取り組んでいる
 評価項⽬1 事業所としてリスクマネジメントに取り組んでいる 実施状況

 標準項⽬1
事業所が⽬指していることの実現を阻害する恐れのあるリスク（事故、感染症、侵⼊、災害、
経営環境の変化など）を洗い出し、どのリスクに対策を講じるかについて優先順位をつけてい
る

○
 標準項⽬2 優先順位の⾼さに応じて、リスクに対し必要な対策をとっている ○
 標準項⽬3 災害や深刻な事故等に遭遇した場合に備え、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定している ○
 標準項⽬4 リスクに対する必要な対策や事業継続計画について、職員、利⽤者、関係機関などに周知し、

理解して対応できるように取り組んでいる ○
 標準項⽬5 事故、感染症、侵⼊、災害などが発⽣したときは、要因及び対応を分析し、再発防⽌と対策の

⾒直しに取り組んでいる ○
 サブカテゴリー2  事業所の情報管理を適切に⾏い活⽤できるようにしている
 評価項⽬1 事業所の情報管理を適切に⾏い活⽤できるようにしている 実施状況

 標準項⽬1 情報の収集、利⽤、保管、廃棄について規程・ルールを定め、職員（実習⽣やボランティアを
含む）が理解し遵守するための取り組みを⾏っている ○

 標準項⽬2 収集した情報は、必要な⼈が必要なときに活⽤できるように整理・管理している ○
 標準項⽬3 情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定するほか、情報漏えい防⽌のための対策

をとっている ○
 標準項⽬4 事業所で扱っている個⼈情報については、「個⼈情報保護法」の趣旨を踏まえ、利⽤⽬的の明

⽰及び開⽰請求への対応を含む規程・体制を整備している ○
講評
安全運転講習を積極的に推進してきた功績が認められ、警察署より表彰されている

事故報告書およびヒヤリハット報告書に基づき事例を検討して利⽤者⼀⼈ひとりの状況を把握することで、予防対策・再発防⽌策
に取り組んでいる。ヒヤリハット報告書は毎⽉作成している。安全運転講習を毎年受講し、事故防⽌に努めている。交通安全運動
を積極的に推進したとしてこの功績が認められ、法⼈が警察署より表彰された経歴がある。感染症予防対策については、利⽤者へ
の理解浸透を図るために掲⽰のほか様々な⽅法での周知に努めている。
プライバシーマークを取得し、チェックリストを作成して適切な運⽤の継続を図っている

個⼈情報保護規程を定め、毎年職員に対し研修を⾏っている。保護⽅針は法⼈基本理念とともに事業所内各所に掲⽰してあるほか
ホームページにも掲載し、外部に対して事業所の⽅針を開⽰している。職員のほか、実習⽣、ボランティア、採⽤試験受験者に対
しても規程で定められている同意書の提出を求めている。また、法⼈として平成24（2012）年8⽉にプライバシーマークを取得し
た。適切な運⽤が継続できるよう、20項⽬以上からなるPMS運⽤チェックリストを作成して常に振り返りができるようにしてい
る。
災害時の対応についてはマニュアルに定め職員に周知徹底を図っている

危機管理・防災委員会や⼈権擁護・虐待防⽌委員会、PMS推進事務局等の委員会を設置してリスクの軽減に取り組むとともに対策
についても定めている。防災等に対する取り組みは、職員や利⽤者を対象とした⽕災訓練の実施や危機管理マニュアルに応じた対
策を関係機関に対して都度連絡と報告を実施している。防災計画を策定するとともに利⽤者には保険加⼊を勧めている。災害時の
対応についてはマニュアルに定め職員に周知徹底を図っている。また、事業継続計画（BCP）を作成して各事業所に備え付け職員
間で周知を図っている。



※実施あり︓○、実施なし︓×、⾮該当︓-  

○ ×

カテゴリー5  職員と組織の能⼒向上
 サブカテゴリー1  事業所が⽬指している経営・サービスを実現する⼈材の確保・育成・定着に取り組んでいる
 評価項⽬1 事業所が⽬指していることの実現に必要な⼈材構成にしている 実施状況
 標準項⽬1 事業所が求める⼈材の確保ができるよう⼯夫している ○
 標準項⽬2 事業所が求める⼈材、事業所の状況を踏まえ、育成や将来の⼈材構成を⾒据えた異動や配置に

取り組んでいる ○
 評価項⽬2 事業所の求める⼈材像に基づき⼈材育成計画を策定している 実施状況

 標準項⽬1 事業所が求める職責または職務内容に応じた⻑期的な展望（キャリアパス）が職員に分かりや
すく周知されている ○

 標準項⽬2 事業所が求める職責または職務内容に応じた⻑期的な展望（キャリアパス）と連動した事業所
の⼈材育成計画を策定している ○

 評価項⽬3 事業所の求める⼈材像を踏まえた職員の育成に取り組んでいる 実施状況
 標準項⽬1 勤務形態に関わらず、職員にさまざまな⽅法で研修等を実施している ○
 標準項⽬2 職員⼀⼈ひとりの意向や経験等に基づき、個⼈別の育成（研修）計画を策定している ○
 標準項⽬3 職員⼀⼈ひとりの育成の成果を確認し、個⼈別の育成（研修）計画へ反映している ○
 標準項⽬4 指導を担当する職員に対して、⾃らの役割を理解してより良い指導ができるよう組織的に⽀援

を⾏っている ○
 評価項⽬4 職員の定着に向け、職員の意欲向上に取り組んでいる 実施状況

 標準項⽬1 事業所の特性を踏まえ、職員の育成・評価と処遇（賃⾦、昇進・昇格等）・称賛などを連動さ
せている ○

 標準項⽬2 就業状況（勤務時間や休暇取得、職場環境・健康・ストレスなど）を把握し、安⼼して働き続
けられる職場づくりに取り組んでいる ○

 標準項⽬3 職員の意識を把握し、意欲と働きがいの向上に取り組んでいる ○
 標準項⽬4 職員間の良好な⼈間関係構築のための取り組みを⾏っている ○
 サブカテゴリー2  組織⼒の向上に取り組んでいる
 評価項⽬1 組織⼒の向上に向け、組織としての学びとチームワークの促進に取り組んでいる 実施状況
 標準項⽬1 職員⼀⼈ひとりが学んだ研修内容を、レポートや発表等を通じて共有化している ○
 標準項⽬2 職員⼀⼈ひとりの⽇頃の気づきや⼯夫について、互いに話し合い、サービスの質の向上や業務

改善に活かす仕組みを設けている ○
 標準項⽬3 ⽬標達成や課題解決に向けて、チームでの活動が効果的に進むよう取り組んでいる ○
講評
職員に対して期待する職員像を⽰し、キャリアパスに応じた業務⽬標を定めている

⼈材紹介会社やハローワーク、インターネット上のサイトを活⽤した求⼈を⾏い、求める職員像についても明確に⽰している。経
験、資格、男⼥⽐等を考慮した⼈員配置となるようにしている。職員に対して期待する職員像を⽰し、キャリアパスに応じた業務
⽬標を定めている。⼈事制度に基づき、個別の⽬標を定め職員が⽬標策定後、所属⻑が⾯談を⾏い、事業所に即した⽬標をともに
定めて取り組んでいる。
⼈事制度運⽤ルールで育成・評価と処遇を連動させて職員の技術の向上を図っている

⼈事考課制度を導⼊して、⼈事制度運⽤ルールに基づき育成・評価と処遇を連動させて職員のモチベーションと技術の向上を図っ
ている。職員育成については⼈事制度運⽤ルールに則り、処遇と連動させ段階的に進められるようにしている。法⼈内部研修では
分野別（就労⽀援分野、⽣活⽀援分野、児童分野）、階層別（初級、中級、上級）で⾏い、それぞれ委員会や担当者が企画して実
施する仕組みが整っている。さらに講師は⼤学教授の理事や評議員、嘱託医、看護師が務めることもあり、法⼈全体で充実させて
いる。
職員研修の情報の提供や職員個別の⽬標を定めて研修への参加を促している

職員研修の情報を提供するとともに⼈事制度に基づき、個別の⽬標を定めてそれに応じた研修への派遣や法⼈内階層別の研修への
参加を促している。研修終了後1週間以内に研修報告書の提出を義務づけており、それを全職員で閲覧して研修の成果の共有を図
っている。就労研修委員会、⽣活⽀援部連絡会議等で研修計画を定めて指導する⽴場の職員についても必要に応じて外部研修に参
加するなど研鑽を促し、⾃らの役割を理解してよりよい指導ができるよう組織的な取り組みを⾏っている。



※実施あり︓○、実施なし︓×、⾮該当︓-  
カテゴリー7  事業所の重要課題に対する組織的な活動
 サブカテゴリー1  事業所の重要課題に対して、⽬標設定・取り組み・結果の検証・次期の事業活動等への反映を⾏っている

 

評価項⽬1 事業所の理念・基本⽅針の実現を図る上での重要課題について、前年度具体的な⽬標を設定して取り組
み、結果を検証して、今年度以降の改善につなげている（その１）

前年度の重要課
題に対する組織
的な活動（評価
機関によるまと
め）

法⼈の役員体制が刷新され、法⼈運営の⽅向性をしっかりと定めておく必要性が⽣じたために作成できて
いなかった中・⻑期計画を策定した。
策定に向けた取り組みとして毎⽉常任理事会を開催して各部の担当者が法⼈運営の現状と課題を洗い出
し、重点的な取り組みを提案した。さらにその内容を理事の間で議論し、内容を定めていった。
今後の福祉情勢を⾒据えながら地域で法⼈が必要とされ続けられるように事業展開を想定し、令和6
（2024）〜10（2028）年度までの5ヶ年の中・⻑期計画を策定させることができた。

評語
⽬標の設定と取り組み 具体的な⽬標を設定し、その達成に向けて取り組みを⾏った
取り組みの検証 ⽬標達成に向けた取り組みについて、検証を⾏った
検証結果の反映 次期の事業活動や事業計画へ、検証結果を反映させた

【講評】
策定した中・⻑期計画の内容に関しては、職員全体研修の場で説明をし、職員への理解も進めた。
今後は計画の進捗について確認しながら、各事業の取り組みについてより詳細な中期計画の策定を進めることになる。法⼈
運営の⽅向性が定まったことで取り組むべき課題が明確になった。 

 

評価項⽬2 事業所の理念・基本⽅針の実現を図る上での重要課題について、前年度具体的な⽬標を設定して取り組
み、結果を検証して、今年度以降の改善につなげている（その２）

前年度の重要課
題に対する組織
的な活動（評価
機関によるまと
め）

法⼈職員の平均年齢が上がってきており、将来の法⼈運営を担う若い⼈材の確保が必要な状況となってき
ている。そこで職員を確保するために前年度に⼈材紹介会社と契約をして新卒採⽤を進めた。ホームペー
ジを⾒やすいものに刷新し、⼈材紹介会社との契約に基づくイベントに出展した。説明会の資料を作成し
て、若⼿の職員にもイベントに参加してもらい⼤学⽣と直接話しをしてもらう機会を設けた。
結果としては年度途中の遅いスタートだったために今年度の新卒採⽤には⾄っていない。⼈材紹介会社の
サイトの中では当法⼈にエントリーした⼈数は100⼈以上に達したが、⾯接に繋がった⽅は数名で内定に
まで⾄った⽅はいないという状況だった。

評語
⽬標の設定と取り組み 具体的な⽬標を設定し、その達成に向けて取り組みを⾏った
取り組みの検証 ⽬標達成に向けた取り組みについて、検証を⾏った
検証結果の反映 次期の事業活動や事業計画へ、検証結果を反映させた

【講評】
開始の時期が遅く内定にまで繋がらなかったという反省を受け、前年度の12⽉から⼈材確保の取り組みを進めた。3⽉と5
⽉、6⽉にWeb説明会を開催して、その後、仕事体験を受け⼊れ、採⽤⾯接を⾏った。法⼈全体で内定者は9名という結果
となり、⼀定の成果を出せた。この中から将来の法⼈運営を担う職員を育てていきたい。 



Ⅵ サービス提供のプロセス項⽬（カテゴリー６）
カテゴリー６ サービス提供のプロセス
 サブカテゴリー1 サービス情報の提供
 評価項⽬1 利⽤希望者等に対してサービスの情報を提供している 実施状況
 標準項⽬1 利⽤希望者等が⼊⼿できる媒体で、事業所の情報を提供している ○
 標準項⽬2 利⽤希望者等の特性を考慮し、提供する情報の表記や内容をわかりやすいものにしている ○
 標準項⽬3 事業所の情報を、⾏政や関係機関等に提供している ○
 標準項⽬4 利⽤希望者等の問い合わせや⾒学の要望があった場合には、個別の状況に応じて対応している ○
講評
障害者の通所の場の発展と地域⽣活の基盤づくりのための努⼒を積み重ねてきている

当事業所を運営する法⼈の歴史は昭和51（1976）年に⼩規模作業所を開設したところから始まっている。以来45年以上に亘り武
蔵野市内において、障害のある⼈の通所の場の発展と地域⽣活の基盤づくりのための努⼒を積み重ねてきた。昭和62（1987）年
には当事業所を開所、平成15（2003）年には社会福祉法⼈の認可を受けている。毎⽉法⼈の広報紙を発⾏しており、557号まで
達し、発⾏部数は1,000部にもなる。また、⽉次報告も毎⽉作成して関係機関に配布しており、法⼈や事業所情報を提供すること
も15年以上継続している。
SNSも活⽤して、広範囲へのタイムリーな情報提供を⼼がけている

事業所の情報を外部に提供する媒体としては、ホームページ、法⼈の広報紙などがある。SNS（ソーシャルネットワークサービ
ス）も活⽤しており、外部に向けたタイムリーな情報提供を実施している。ホームページには法⼈が運営している全ての事業の情
報が掲載されている。パンフレットは「（利⽤者が）地域の中で働き、暮らす」という法⼈の実践をわかりやすく表現したデザイ
ンとなっている。⾒学者や説明会への参加者などに配布している。また、パンフレットと広報紙は市の障害者福祉課窓⼝にも設置
している。
⾒学者や新規利⽤者の受け⼊れには、積極的に取り組んでいる

新規利⽤者の受け⼊れに積極的に取り組んでいる。特に年に1回特別⽀援学校の⾼等部の⽣徒と家族を対象に説明会を開催し、法
⼈の事業や取り組みについて知ってもらう機会を作っている。ハイブリッドによる開催になっていてパンフレットやスライドを使
⽤して丁寧に説明をし、事業所の特徴を把握してもらっている。⾒学についても⾒学⽇などは特に設けずに⾒学者を随時受けれて
おり、事業所を外部の⼈に知ってもらうことに関して前向きな姿勢がある。⾒学の後にインターンシップや実習の機会を設け、利
⽤開始に繋げている。



 サブカテゴリー2 サービスの開始・終了時の対応
 評価項⽬1 サービスの開始にあたり利⽤者等に説明し、同意を得ている 実施状況
 標準項⽬1 サービスの開始にあたり、基本的ルール、重要事項等を利⽤者の状況に応じて説明している ○
 標準項⽬2 サービス内容や利⽤者負担⾦等について、利⽤者の同意を得るようにしている ○
 標準項⽬3 サービスに関する説明の際に、利⽤者や家族等の意向を確認し、記録化している ○
 評価項⽬2 サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう⽀援を⾏っている 実施状況

 標準項⽬1 サービス開始時に、利⽤者の⽀援に必要な個別事情や要望を決められた書式に記録し、把握し
ている ○

 標準項⽬2 利⽤開始直後には、利⽤者の不安やストレスが軽減されるように⽀援を⾏っている ○
 標準項⽬3 サービス利⽤前の⽣活をふまえた⽀援を⾏っている ○
 標準項⽬4 サービスの終了時には、利⽤者の不安を軽減し、⽀援の継続性に配慮した⽀援を⾏っている ○
講評
利⽤希望者には必ず実習をしてもらい、当事業所での就労の能⼒や適性を⾒極めている

当事業所を運営する法⼈は複数の就労移⾏⽀援事業と就労継続⽀援B型事業の他に⽣活介護事業も運営しており、「たくさん働い
て、⼯賃を稼ぎたい」や「⽇中活動をする場所がほしい」など、利⽤者本⼈の多様なニーズや能⼒に応じたサービスを提供するこ
とが可能になっている。利⽤希望者には必ず実習をしてもらい、当事業所での就労の能⼒や適性を⾒極めている。その⾒極めの際
の観点は当事業所の利⽤のみで判断するのではなく、法⼈全体での受け⼊れを前提としている。当事業所で実習をして、法⼈内の
他の事業所の利⽤となる場合もある。
利⽤開始前に個別⾯談を実施して、利⽤契約締結のために必要な情報を説明している

サービスの開始にあたっては個別⾯談を実施して、利⽤のために知る必要のある基本的ルールや重要事項等を説明している。利⽤
契約書や契約書別紙、重要事項説明書に利⽤者本⼈からの署名と捺印を得ることでサービス内容や利⽤者負担⾦などについての利
⽤者側の同意を確認している。新年度が始まる前には法⼈全体で合同⼊所式を開催して、社会⼈となることの⾃覚を新規利⽤者に
促している。利⽤開始時期は相談⽀援事業所と連携して、柔軟に希望に応じて学校の卒業式が終わった翌⽇からでも利⽤してもら
えるようにしている。
実習と同じ⽇課と仕事内容になるようにして、新規利⽤者の不安軽減に配慮している

利⽤者の⽀援に必要な個別事情や要望等の情報は、フェイスシートや利⽤者現状確認表などの書式に集約し、把握している。利⽤
開始直後の⽇課や仕事の内容は実習の時と同内容となるようにし、利⽤開始の環境の変化により新規利⽤者が受ける不安やストレ
スを軽減させることができるように配慮している。他の企業への就職等によりサービスが終了となる場合には、就労⽀援センター
を通じた定着⽀援をしており、⽀援の継続性に配慮した⽀援を提供している。



 サブカテゴリー3 個別状況に応じた計画策定・記録

 評価項⽬1 定められた⼿順に従ってアセスメントを⾏い、利⽤者の課題を個別のサービス場⾯ごとに明⽰
している 実施状況

 標準項⽬1 利⽤者の⼼⾝状況や⽣活状況等を、組織が定めた統⼀した様式によって記録し、把握している ○
 標準項⽬2 利⽤者⼀⼈ひとりのニーズや課題を明⽰する⼿続きを定め、記録している ○
 標準項⽬3 アセスメントの定期的⾒直しの時期と⼿順を定めている ○
 評価項⽬2 利⽤者等の希望と関係者の意⾒を取り⼊れた個別の⽀援計画を作成している 実施状況
 標準項⽬1 計画は、利⽤者の希望を尊重して作成、⾒直しをしている ○
 標準項⽬2 計画は、⾒直しの時期・⼿順等の基準を定めたうえで、必要に応じて⾒直している ○
 標準項⽬3 計画を緊急に変更する場合のしくみを整備している ○
 評価項⽬3 利⽤者に関する記録が⾏われ、管理体制を確⽴している 実施状況
 標準項⽬1 利⽤者⼀⼈ひとりに関する必要な情報を記載するしくみがある ○
 標準項⽬2 計画に沿った具体的な⽀援内容と、その結果利⽤者の状態がどのように推移したのかについて

具体的に記録している ○
 評価項⽬4 利⽤者の状況等に関する情報を職員間で共有化している 実施状況
 標準項⽬1 計画の内容や個⼈の記録を、⽀援を担当する職員すべてが共有し、活⽤している ○
 標準項⽬2 申し送り・引継ぎ等により、利⽤者に変化があった場合の情報を職員間で共有化している ○
講評
個別⽀援計画を作成し、就労と⽣活の両⾯から利⽤者の⼒を育てるように取り組んでいる

「利⽤者指導・⽀援計画書」を作成するための個別⾯接は利⽤者本⼈と家族等に対して⾏っている。計画を作成するためのアセス
メントや「モニタリング記録」を⽤いての計画の振り返りは、基本的に1年に1度実施している。アセスメントシートは法⼈独⾃の
ものを使⽤しており、アセスメントと個別⽀援計画が連動するような仕組みになっている。利⽤者本⼈にわかりやすいシンプルな
⽬標を⽴て、就労と⽣活の両⾯から利⽤者の⼒を育てるように取り組んでいる。
利⽤者⽀援の記録として、毎⽇特記事項があった利⽤者の記録を残すようにしている

平成30（2018）年度からパソコンを使った記録システムを導⼊し、活⽤している。これにより毎⽇利⽤者の状況を記録に残し、
法⼈内各事業所で共有することができるようになっている。過去の様⼦も検索して参照できるようになっており、職員の異動等が
あっても適切な対応ができるような仕組みとなっている。モニタリングを定期的に実施し、個別の計画に基づいた⽀援の内容とそ
れによる利⽤者の状態の推移について確認している。
記録システムの申し送り機能を活⽤し、変化のあった利⽤者の様⼦を共有している

職員が参加する朝の打ち合わせを実施しており、利⽤者に変化があった場合の情報を職員間で共有できるようにしている。また、
記録システムの申し送り機能を活⽤しての職員間での情報の共有も有効な⼿段となっている。



 サブカテゴリー4 サービスの実施
 評価項⽬1 個別の⽀援計画等に基づいて、利⽤者の望む⾃⽴した⽣活を送れるよう⽀援を⾏っている 実施状況
 標準項⽬1 個別の⽀援計画に基づいて⽀援を⾏っている ○
 標準項⽬2 利⽤者⼀⼈ひとりに合わせて、コミュニケーションのとり⽅を⼯夫している ○
 標準項⽬3 ⾃⽴した⽣活を送るために、利⽤者⼀⼈ひとりが必要とする情報を、提供している ○
 標準項⽬4 周囲の⼈との関係づくりについての⽀援を⾏っている ○
講評
⽇頃から職員間で利⽤者の状況を共有し、個々に合わせた⽀援を提供している

利⽤者本⼈と個別⾯談を実施した後、個別⽀援計画書の作成および⾒直しを常勤職員全員で⾏っている。利⽤者個々の特徴を把握
して利⽤者情報を作成し、全職員が利⽤者を理解して⽀援の統⼀に努めている。ケース記録は記録システムを導⼊して、利⽤者の
状況を把握している。キーワードで検索すると関連するケース記録を検出できるため、利⽤者の状況を振り返って確認することが
できる。必要に応じてケース討議や打ち合わせを⾏い、⽀援⽅法の検討や変更をしている。
作業台や資材に番号を振るなど利⽤者にわかりやすい環境の整備や説明の⼯夫をしている

「あれ・これ・それ・あそこ・そこ」等の指⽰語や対⾯での左右の理解などが難しい利⽤者に配慮して、作業台や資材ごとに番号
を振り、職員は「1番で封⼊の作業」「3番の資材を持ってきてください」のように明確な指⽰を出すことを⼼がけている。名前の
呼び⽅、⾔葉のかけ⽅も個々に応じて変えたり、わかりやすい⾔葉を選ぶ配慮がある。ほとんどは⾔葉・⽂字で伝わるが、必要に
応じて写真・映像等を⽤いて説明するなどの⼯夫をしている。利⽤者が⾷事や休憩で使う多⽬的室には、地域⽣活⽀援センター等
の関係機関の情報を掲⽰している。
様々な⼈との関わりを通して社会⼈としてのマナーが⾝につくよう⽀援している

利⽤者が職員と⼀緒に受注先の企業や郵便局等へ出かけたり、事業所外の出張作業を⾏う機会があり、なるべく外部の⼈と接する
機会を設けている。地域住⺠や取引先の職員、来訪者等への挨拶を⼤切にして、社会⼈としてマナーも重視し、周囲の⼈との関係
作りを⽀援している。また、係活動として所内の清掃や⽚付け、週間⽬標の掲⽰交換、⼿洗いチェック等の役割を利⽤者が担って
いる。担当の利⽤者が出張作業等で不在の時にはその係を別の利⽤者が⾃発的にカバーするなど、利⽤者同⼠が協⼒して取り組ん
でいる。
 評価項⽬2 利⽤者が主体性を持って、充実した時間を過ごせる場になるような取り組みを⾏っている 実施状況
 標準項⽬1 利⽤者⼀⼈ひとりの意向をもとに、その⼈らしさが発揮できる場を⽤意している ○
 標準項⽬2 事業所内のきまりごとについては、利⽤者等の意向を反映させて作成・⾒直しをしている ○
 標準項⽬3 室内は、採光、換気、清潔性等に配慮して、過ごしやすい環境となるようにしている ○
 標準項⽬4 【⾷事の提供を⾏っている事業所のみ】 利⽤者の希望を反映し、⾷事時間が楽しいひととき

になるよう⼯夫している -
講評
利⽤者が持っている⼒を発揮できるよう個々に適した作業提供と環境の整備に努めている

法⼈の理念に基づき利⽤者の⼈権を尊重し、労働を通じて⽣活を守り発展させるように取り組んでいる。障害の程度や本⼈の希望
を考慮して、封⼊封緘作業を中⼼に能⼒が活かせる役割や活動を提供している。利⽤者の能⼒に応じてグループを編成し、⼯程を
細分化している。作業の種類が多いことで個々に適する作業に従事し、達成感と意欲を得ることができる。また、利⽤者がわかり
やすく⾃ら動ける作業環境の整備にも努めている。施設外就労として⼀般企業での出張作業も実施している。
利⽤者主体のミーティングにおいて、所内のルールや役割分担、⾏事内容等を決めている

事業所内のきまりごとは、しおり・掲⽰板・朝の会等で利⽤者に周知し説明している。「チャレンジャーミーティング」と称する
利⽤者主体の話し合いがあり、外出⾏事の⾏先や役割分担、昼⾷メニュー等を利⽤者の希望を基に決めている。週間⽬標、事業所
内のきまり、役割分担、⾏事内容等を利⽤者が話し合うことで主体性のある活動を⽀援している。また、係活動を通してルール・
マナーを利⽤者同⼠が⾃主的に守るように取り組んでいる。今年度は4年ぶりに宿泊⾏事も実施し、利⽤者同⼠の交流や多様な体
験の機会となった。
⽇頃から所内の清掃、整理整頓に取り組み、安全かつ快適に活動できる環境を整えている

法⼈で5Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を推奨し、委員会を中⼼に徹底した環境整備に取り組んでいる。事業所では始業・終
業時の清掃・整理整頓を職員と利⽤者が⼀緒に⾏い、朝と昼⾷時にはテーブルを消毒している。利⽤者は多⽬的室に各⾃のロッカ
ーがあり、始業前に着替えて荷物を全てロッカーに収納し、作業中に持ち出さないように⾃⼰管理をしている。昼⾷は弁当の持参
や近隣に買いに⾏くなど⾃由だが、配⾷サービスを利⽤する⼈も多い。希望者にはテイクアウトの機会も提供している。



 評価項⽬3 利⽤者が健康を維持できるよう⽀援を⾏っている 実施状況
 標準項⽬1 利⽤者の健康状態に注意するとともに、利⽤者の相談に応じている ○
 標準項⽬2 健康状態についての情報を、必要に応じて家族や医療機関等から得ている ○
 標準項⽬3 通院、服薬、バランスの良い⾷事の摂取等についての助⾔や⽀援を⾏っている ○
 標準項⽬4 利⽤者の体調変化（発作等の急変を含む）に速やかに対応できる体制を整えている ○
 標準項⽬5 【利⽤者の薬を預ることのある事業所のみ】 服薬の誤りがないようチェック体制を整えてい

る -
講評
家族等と連携して利⽤者の健康状態を把握し、体調変化等の早期発⾒と対応に努めている

事業所で年1回健康診断を実施し、結果は法⼈で管理して利⽤者・家族とともに健康状態を把握している。家族・グループホーム
等の協⼒で採尿・採便を⾏い、採⾎が苦⼿な⼈には職員が個別に⽀援して利⽤者全員に実施できている。⽇々の健康状態は、家
庭・グループホームと連携した情報交換や通所時の検温の実施、朝の会や活動時の様⼦の観察などで把握している。医務室・静養
室がないため、体調不良があれば家族等に電話で連絡をして帰宅を促している。個々のかかりつけ医・緊急連絡先を把握して、緊
急時の救急対応や受診同⾏の体制を整えている。
利⽤者⾃⾝が健康を意識し健康維持に取り組めるよう働きかけている

薬の管理は家族・利⽤者に任せて、事業所で預かることはない。必要に応じて通院に職員が同⾏し、主治医の病状説明・助⾔・指
⽰を利⽤者本⼈や家族等へ正確に伝えている。職員が休憩時間を含めて常に利⽤者と⼀緒に過ごし、体調・気持ちに関する相談な
どの様々な部分で⽀援を⾏っている。健康維持のため就業前に体操を⾏うほか、朝の会で健康に関する話をしている。肥満傾向・
治療中で⽀援が必要な場合は、職員が昼⾷の献⽴や量、薬の管理等について個別に助⾔している。健康維持のため昼休みにウォー
キングをしている利⽤者もいる。

 評価項⽬4 利⽤者の意向を尊重しつつ、個別状況に応じて家族等と協⼒して利⽤者の⽀援を⾏っている 実施状況
 標準項⽬1 家族等との協⼒については、利⽤者本⼈の意向を尊重した対応をしている ○
 標準項⽬2 必要に応じて、利⽤者の⽇常の様⼦や施設の現況等を、家族等に知らせている ○
 標準項⽬3 必要に応じて家族等から利⽤者・家族についての情報を得て、利⽤者への⽀援に活かしている ○
講評
利⽤者が望む将来に向けて、本⼈への⽀援を基本にしながら家族等と連携している

利⽤者⽀援の⽅針は社会⼈としての育成であるため、事業所と家庭の区別を利⽤者が理解できるように⽀援している。利⽤者本⼈
への⽀援を基本として、必要に応じて家族に連絡する。連絡の際は必ず利⽤者の意向を事前に確認している。家族等からの連絡に
は、いつでも対応している。家族の要望を無視するのではなく、まずは利⽤者が何を望み、将来どのような⽣活をイメージしてい
るのかを確認して尊重することを基本として⽀援を⾏っている。
事業所の状況を毎⽉の⽉次報告や広報誌、年1回の事業説明会等で家族に知らせている

事業所での出来事や連絡事項などは、利⽤者⾃⾝が家族へ伝えるように働きかけている。⽋席・遅刻・早退の連絡も家族ではなく
利⽤者が⾃分で⾏うことを基本にしている。その他に⽉次報告、⽉刊の法⼈広報誌によって、現況を家族等に知らせている。法⼈
主催の事業説明会も年1回開催しており、事業報告、関係機関の情報提供が⾏われている。⽋席した家族には資料を郵送してい
る。
家族の安⼼につながるように関係機関と連携しながら利⽤者の⾃⽴を図っている

利⽤者の意欲を引き出し働く⼒を⾼めて、社会⼈の⾃覚を持った⾃⽴⽣活ができることが家族⽀援に繋がると考えている。例え
ば、家庭を離れてグループホーム等で暮らすことは、利⽤者・家族ともに⼤きな決断と勇気がいる。利⽤者が⾃⽴するために法⼈
内で⾃⽴⽣活体験の場を⽤意し、何度でも経験できる環境がある。就労を希望する⼈には就労⽀援センターと連携して⽀援してい
る。同時に家族と事業所が情報を共有し、利⽤者の将来を⾒据えた⽀援が提供されている。



 評価項⽬5 利⽤者が地域社会の⼀員として⽣活するための⽀援を⾏っている 実施状況
 標準項⽬1 利⽤者が地域の情報を得られるよう⽀援を⾏っている ○
 標準項⽬2 利⽤者が地域の資源を利⽤し、多様な社会参加ができるよう⽀援を⾏っている ○
講評
地域のイベントや施設の情報を提供し、利⽤者の⽣活の充実を図っている

地域の⾏事・イベント等の情報は朝の会で利⽤者に伝えるほか、利⽤者が⽇常的に使⽤する多⽬的室・タイムカード周辺に掲⽰し
て知らせている。地域⽣活⽀援センターの広報紙は毎⽉掲⽰している。利⽤者の中には市の⽔泳⼤会やマラソン⼤会、祭り等に参
加する⼈も多く、⼤会で⼊賞した時には朝の会で表彰することもある。今年度は事業所の年間⾏事である旅⾏も４年ぶりに実施で
き、多様な体験の機会となっている。
近隣住⺠や受注先との関わりを⼤切にし、社会⼈としての利⽤者の育成に取り組んでいる

地域資源を⾃ら進んで利⽤できる⼈が多く、出⾝校のＯＢ会に参加したり、⾳楽・スポーツ等の趣味活動に参加している。移動⽀
援（ガイドヘルプ）を利⽤して外出する⼈も多い。事業所では企業への納品、出張作業等を通して利⽤者が様々な⼈と関わってい
る。社会⼈としての利⽤者の育成に⼒を⼊れて、挨拶・⾔葉づかいは正しくできるように取り組み、地域の⼀員として社会性が⾝
につくように⽀援している。⼤雪の時は近隣の⼈と⼀緒に除雪作業を⾏うなど、地域商店会との良好な関係作りにも努めている。

 評価項⽬10 【就労移⾏⽀援】就労に向けて、必要な知識の習得や能⼒向上のための訓練等の⽀援を⾏って
いる 実施状況

 標準項⽬1 利⽤者が働く意欲を持てるような取り組みを⾏っている ○
 標準項⽬2 サービス期間内に就労に結びつくことができるよう⼯夫している ○
 標準項⽬3 ⽣活リズムや社会⼈としてのマナーの習得等の就労に向けた⽀援を⾏っている ○
 標準項⽬4 就労に向けた職場⾒学や実習等、実際に職場にふれる機会をとりいれた⽀援を⾏っている ○
 標準項⽬5 就労⽀援機関と密接な連携をとり、利⽤者が⼒を発揮できる就労先に結びつくよう⽀援を⾏っ

ている ○
 標準項⽬6 就労後も利⽤者⼀⼈ひとりに応じて職場定着等の⽀援を⾏っている ○
講評
実戦的な経験を積み重ねることで、就職に向けて必要な⼒が⾝につくように⽀援している

調査時は就労移⾏⽀援の利⽤者はいなかったが、⽇頃から始業・終業時間、残業の発⽣等、勤務体制は⼀般企業とほぼ同じスタイ
ルで⾏っている。これが就職に向けた体⼒・忍耐⼒の向上に繋がっている。事業所内では就労継続⽀援Ｂ型と同じフロアで、ダイ
レクトメール等の封⼊封緘作業を中⼼に⽣産活動を⾏っている。直接企業へ納品する仕事、取引先に出向いての出張作業もあり、
実践的な経験を積んでいる。働く⼒を⾼め、伸びる⼒に着⽬して⾼い⼯賃の⽀払いを⽬標にしており、それを実現させている。
社会⼈としてのマナーやルールを学び、責任をもって仕事に取り組む姿勢を育てている

就労希望者には就労⽀援センターと連携し、ルール・マナー等の研修、⼀般企業での実習を⾏っている。事業所では個々の利⽤者
に役割を担ってもらい、それを全うすることで責任感を育てている。また、働く時の服装はジャージ・スウェット・短パンを禁⽌
し、社会⼈としてふさわしい服装ができるように促している。ミーティングでは挨拶や⾔葉づかい等も含めたマナー・ルールを学
ぶ機会がある。始業の数分前に利⽤者が⾃ら定位置にスタンバイしている。仕事中は座らず⽴って作業を⾏い、私語もほとんどな
く、仕事と休憩のけじめをつけて⾏動していた。
就労⽀援センターと連携しながら、利⽤者の希望や状態に応じた就職先に結び付けている

事業所では様々な就労形態の提供に努めて、利⽤者の希望や状態に応じた就労環境を整えている。取引先企業に出向き出張作業・
清掃作業を⾏うほかに、⼀般企業での数時間勤務と事業所を併⽤する等の利⽤形態もあった。就労⽀援センターの求⼈情報を得
て、適すると思われる利⽤者を推薦して就職に結び付けている。就労後は就労⽀援センターと協⼒して定着⽀援を⾏っており、必
要に応じて職員が就労先を訪問することがある。



 評価項⽬12 【就労継続⽀援Ｂ型】就労の機会の提供や、知識の習得及び能⼒向上のための⽀援を⾏ってい
る 実施状況

 標準項⽬1 ⾃発的に働きたいと思えるような取り組みを⾏っている ○
 標準項⽬2 働くうえで、利⽤者⼀⼈ひとりが⼗分に⼒を発揮できるよう⽀援を⾏っている ○
 標準項⽬3 ⼯賃等のしくみについて、利⽤者に公表し、わかりやすく説明している ○
 標準項⽬4 受注先の開拓等を⾏い、安定した作業の機会を確保できるよう⼯夫している ○
 標準項⽬5 商品開発、販路拡⼤、設備投資等、⼯賃アップの取り組みを⾏っている ○
講評
作業を通して利⽤者の持っている⼒を引き出し、働く意欲を⾼められるよう⽀援している

就労移⾏⽀援事業と同じフロアで作業活動を⾏い、利⽤者個々の評価表を作成して、得意・不得意を職員が把握し対応している。
知識・技能・作業ルール等を1つずつ習得することで、仕事内容・⼯賃を段階的に⾼めている。利⽤者にわかりやすく作業⼯程を
分解して、能⼒に応じた作業を⽤意している。また、作業台や資材・道具にナンバーをつけたり作業内容を写真・図で⽰すなど、
利⽤者が主体的に働ける⼯夫もしている。定期的に出張作業があるほか、希望者に就労⽀援センターと連携して実習の機会を設け
るなど、⼀般就労に向けた⽀援も⾏っている。
⼯賃の仕組みや評価結果は、表・グラフなどにして利⽤者にわかりやすく説明している

毎年⾼い売り上げ⽬標を設定して職員が営業活動に努め、都内トップクラスの⾼い⼯賃⽀給を維持している。⼯賃の仕組みは利⽤
者にどうすれば昇給するか等を随時説明している。利⽤者個々の働く⼒を技能・体⼒・作業態度等から公正に評価し、⼯賃・賞与
に反映させている。評価結果は利⽤者にもわかりやすく数値・グラフ化している。⼯賃⽀給は利⽤者本⼈が確認し受領書に署名す
ることで、働いてお⾦を得る達成感と意欲に繋げている。売り上げが多い時は随時賞与も⽀給している。
⾼⼯賃の維持に向けて、⽣産⼒の向上や新規受注先の開拓に努めている

受注事業はプライバシーマークを取得していることで、顧客の信頼を得て年間約50社に及ぶ企業からの受注を確保している。ま
た、⾼い⼯賃を維持するために常に新規受注先の開拓、企業との直接取引に向けた努⼒、作業単価の交渉を⾏っている。⽣産⼒を
向上するために必要な機材を購⼊し、資材の配置等を⼯夫して作業の効率を⾼める努⼒をしている。当事業所だけでは対応できな
い⼤量の仕事は、同法⼈の他事業所と分配して受注を極⼒断らないようにしている。



 サブカテゴリー5 プライバシーの保護等個⼈の尊厳の尊重
 評価項⽬1 利⽤者のプライバシー保護を徹底している 実施状況

 標準項⽬1 利⽤者に関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が⽣じた場合には、利⽤者の同意を得
るようにしている ○

 標準項⽬2 個⼈の所有物や個⼈宛⽂書の取り扱い等、⽇常の⽀援の中で、利⽤者のプライバシーに配慮し
た⽀援を⾏っている ○

 標準項⽬3 利⽤者の羞恥⼼に配慮した⽀援を⾏っている ○
 評価項⽬2 サービスの実施にあたり、利⽤者の権利を守り、個⼈の意思を尊重している 実施状況

 標準項⽬1 ⽇常の⽀援にあたっては、個⼈の意思を尊重している（利⽤者が「ノー」と⾔える機会を設け
ている） ○

 標準項⽬2 利⽤者⼀⼈ひとりの価値観や⽣活習慣に配慮した⽀援を⾏っている ○
講評
プライバシーマークを取得し、徹底した情報管理に努めている

法⼈として平成24（2012）年8⽉にプライバシーマークを取得し、更新を重ねている。20項⽬以上からなるPMS運⽤チェックリ
ストを作成して常に振り返りができるようにしている。各事業所にはPMS教育担当者を配置し、定期的に職員に教育を実施してい
る。また、取引先と個⼈情報の受け渡しを⾏う場合には、「個⼈情報受領書」での取り交わしを確実に⾏うようにしている。継続
的に個⼈情報取り扱いに関しての教育を実施することができている。
利⽤者のプライバシーに配慮できる環境を維持している

⼀⼈ひとりの利⽤者が個別に使えるロッカーを設置し、利⽤者それぞれが来所した際に持参した私物を管理できるようにしてい
る。また、スタッフルームでは施錠の管理を徹底して、利⽤者の個⼈的な情報などが漏れることのないようにしている。⾝体的な
介助や更⾐の介助などが必要になった場合には、利⽤者の羞恥⼼に配慮して状況に応じた同性職員による対応を実施している。
朝の会で意⾒や要望を聞く時間を設け、利⽤者の意思を尊重できるようにしている

利⽤者が⾃分の意⾒を⾔いやすかったり意思表⽰をしやすい雰囲気を作ることを⼤切にしており、⽇常の⽀援の中で個⼈の意思を
尊重できるようにしている。朝の会では利⽤者の意⾒や要望を聞く時間を設けている。将来の⽣活も⾒据えて利⽤者の価値観や⽣
活習慣を⼤切にできるよう、⾃⽴⽣活体験事業を実施している。この体験を通して、利⽤者が⾃⽴した⽣活についての具体的なイ
メージを持つことができるように⽀援している。



 サブカテゴリー6 事業所業務の標準化
 評価項⽬1 ⼿引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている 実施状況

 標準項⽬1 ⼿引書(基準書、⼿順書、マニュアル)等で、事業所が提供しているサービスの基本事項や⼿順
等を明確にしている ○

 標準項⽬2 提供しているサービスが定められた基本事項や⼿順等に沿っているかどうかを定期的に点検・
⾒直しをしている ○

 標準項⽬3 職員は、わからないことが起きた際や業務点検の⼿段として、⽇常的に⼿引書等を活⽤してい
る ○

 評価項⽬2 サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務⽔準を⾒直す取り組みをしている 実施状況
 標準項⽬1 提供しているサービスの基本事項や⼿順等は改変の時期や⾒直しの基準が定められている ○
 標準項⽬2 提供しているサービスの基本事項や⼿順等の⾒直しにあたり、職員や利⽤者等からの意⾒や提

案を反映するようにしている ○
講評
各種の⼿引書やマニュアルを作成し、サービスの基本事項を明確にしている

年度ごとに「事業⽅針計画」を作成し、基本⽅針やサービスの基本事項を明確にしている。⽣産活動に関しては「⽣産活動マニュ
アル」があり、完成⾒本とこのマニュアルを⾒ることで⽣産活動の最終的な出来上がりを確認することができる。また、法⼈全体
でのリスクマネジメントの⼀環として「危機管理マニュアル」が作成されており、⽕災・地震発⽣時や疾病や怪我、交通事故など
が⽣じた際に職員がどう⾏動するべきか明確になっている。⼤⾬や⼤雪の際の対応についても定められており、職員は根拠に基づ
いて⾏動することができる。
委員会活動を基盤にして、法⼈全体での業務の標準化を⽬指している

業務の標準化については、法⼈全体での研修や就労研修委員会、アセスメント・個別⽀援計画作成委員会、⽣活介護事業所連絡会
等の委員会活動において法⼈全体としての標準化を⽬指しており、常に内容の⾒直しを実施している。特に研修においては理事⻑
や他事業所の客観的な視点から指摘をして、⽀援や業務の⾒直しを⾏っている。


